一般社団法人日本整形外科超音波学会 財産管理運用規則

第1章 総則
第1条 (目的)
この規則は、一般社団法人日本整形外科超音波学会（以下「この法人」という。）の収支状況および財産の状態を明確にし、真実かつ明瞭な報告の提供と効率的運営を目的とする。

第2条 (適用範囲)
この規則は、この法人のすべての会計業務に適用する。

第3条 (会計の原則)
この法人の会計は、法令、定款およびこの規則に従い、一般財団法人に関する法律に準拠して処理する。

第4条 (会計年度)
この法人の会計年度は、定款に基づき毎年6月1日から翌年5月31日とする。
[bookmark: _GoBack]
第5条 (規則の変更)
この規則の変更は理事会の議決により行い、社員総会に報告する。

第2章 勘定及び帳簿
第6条 (勘定科目)
この法人のすべての取引は、別に定める勘定科目により処理する。

第7条 (帳簿等)
会計帳簿は以下のとおりとする。

主要帳簿
(1) 総勘定元帳
(2) 仕分帳（または会計伝票）
補助帳簿
(1) 現金出納帳
(2) 預金出納帳
(3) 収支予算の管理に必要な帳簿
(4) 固定資産台帳
(5) 基本財産台帳
(6) 特定資産台帳
(7) 会費台帳
第8条 (会計責任者)
会計責任者は、会計担当理事（以下「会計責任者」という。）とする。

第9条 (帳簿書類の保存)
帳簿、伝票、書類の保存期間は10年とし、会計責任者の承認を受ける。

第3章 予算
第10条 (目的)
予算は明確な事業計画に基づいて作成し、事業活動の円滑な運営を図ることを目的とする。

第11条 (予算の承認)
この法人の事業計画と予算は、毎事業年度開始前に作成し、社員総会の承認を得なければならない。

第12条 (予算の執行)
予算の執行者は理事長とし、会計責任者が理事長の委任を受けて行う。

第13条 (予備費の計上)
予算しがたい支出に充てるため、予備費を計上することができる。

第14条 (予算の流用)
予算の流用が必要な場合、理事会の承認を得るものとする。

第15条 (予備費の使用)
予備費を使用する場合、理事会の承認を得なければならない。

第16条 (予算の補正)
予算の補正が必要な場合、補正予算を作成し、社員総会の承認を得なければならない。

第4章 出納

第17条 (金銭の範囲)
金銭とは、現金および貯預金をいう。現金には通貨、小切手、郵便為替証書等を含む。手形および有価証券は金銭に準じて扱う。

第18条 (出納責任者)
金銭の出納、保管については、出納責任者を置き、会計責任者が任命する。

第19条 (金銭の出納)
金銭を収納した際は、日々銀行に預け入れ、支出に充ててはならない。領収書は出納責任者が発行し、必要に応じて会計責任者の承認を得る。支払いは原則として銀行振込とし、少額の場合は現金払いができる。

第20条 (現金及び公印管理)
預金の名義人は会長とし、出納に使用する印鑑は出納責任者が保管する。金融取引の開始または廃止は会長の承認を受ける。

第21条 (手許現金)
出納責任者は、日々の現金支払に必要な最小限の手許現金を置くことができる。

第22条 (残高照合)
出納責任者は、現金残高を毎日出納簿と照合しなければならない。貯預金は年度末および必要に応じて残高証明書と照合する。差額がある場合は会計責任者に報告し、その指示を受ける。

第5章 固定資産

第23条 (定義)
固定資産とは、耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の有形固定資産およびその他の固定資産をいう。

第24条 (取得価額)
固定資産の取得価額は、購入の場合は取得価額および付帯費用、贈与の場合は適正な評価額とする。

第25条 (固定資産の管理)
固定資産は台帳に記録し、異動、毀損、減失があった場合は会計責任者に報告する。

第6章 物品

第26条 (定義)
物品とは、取得価額10万円未満の有形固定資産をいう。

第27条 (物品の管理)
物品の管理のための台帳を備え、その管理は第25条に準じる。

第7章 決算

第28条 (計算書類の作成)
この法人は毎事業年度終了後、次の財務表および収支計算書を作成し、監事の監査と総会の承認を得て、事業報告書とともにホームページ上に公開する。
(1) 貸借対照表
(2) 正味財産増減計算書または損益計算書
(3) 財産目録

第8章 雑則

第29条 (規則の改廃)
本規則の改廃は、理事会の承認を得て行う。

附則
この規則は、令和6年10月18日から施行する。
